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(57)【要約】
【課題】
ポリイソシアネート成分との混合により耐熱保護性を有する被膜が形成可能なポリオール
組成物を得る。
【解決手段】
本発明は、ポリイソシアネート成分との混合により形成される被膜が、温度上昇によって
炭化断熱層を形成するポリオール組成物であり、ポリオール成分、及び粉体成分を含有し
、前記ポリオール成分が、分子量が１０００以上のポリエーテルポリオールを含み、粘度
１０～８０Ｐａ・ｓ、加熱残分７０～９８重量％であることを特徴とする。
 
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリイソシアネート成分との混合により形成される被膜が、温度上昇によって炭化断熱
層を形成するポリオール組成物であり、
ポリオール成分、及び粉体成分を含有し、
前記ポリオール成分は、分子量が１０００以上のポリエーテルポリオールを含み、
前記ポリオール組成物は、粘度１０～８０Ｐａ・ｓ、加熱残分７０～９８重量％であるこ
とを特徴とするポリオール組成物。
【請求項２】
さらに、高沸点化合物を含むことを特徴とする請求項１に記載のポリオール組成物。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規なポリオール組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼材や、コンクリート、木材、合成樹脂等の基材を火災から保護する目的として、火災
時の温度上昇によって発泡し、炭化断熱層を形成する発泡性被覆材が種々提案されている
。このような発泡性被覆材としては、合成樹脂に、発泡剤、炭化剤、難燃剤等を配合した
ものが知られている。このような被覆材は、その塗膜厚によって、耐熱保護性能が決定さ
れることが多く、目的の耐熱保護性能を得るためには、所定の塗膜厚で均一になるように
塗付することが重要であり、中でも、合成樹脂の選択が重要となる。
【０００３】
例えば、厚塗り用発泡性被覆材として、ポリオール成分とポリイソシアネート成分からな
る組成物に、難燃剤、発泡剤、炭化剤を配合した発泡性被覆材が開発されている（例えば
、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－７０５４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  しかしながら、上記特許文献１の場合、合成樹脂としてアクリル樹脂やエポキシ樹脂を
使用した被覆材と比較すると、発泡倍率が低く、所望の耐熱保護性能が得られない場合が
あり、まだ改善の余地があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような課題を解決するために本発明者らは、特定のポリオール組成物と、ポリイソ
シアネート成分との混合により形成される被膜が、厚塗り性に優れ、火災等による温度上
昇の際には、優れた発泡性を示し、炭化断熱層を形成して、基材の耐熱保護性能を維持す
ることができることを見出し、本発明の完成に至った。
【０００７】
  すなわち、本発明は以下の特徴を有するものである。
１．ポリイソシアネート成分との混合により形成される被膜が、温度上昇によって炭化断
熱層を形成するポリオール組成物であり、
ポリオール成分、及び粉体成分を含有し、
前記ポリオール成分は、分子量が１０００以上のポリエーテルポリオールを含み、
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前記ポリオール組成物は、粘度１０～８０Ｐａ・ｓ、加熱残分７０～９８重量％であるこ
とを特徴とするポリオール組成物。
２．さらに、高沸点化合物を含むことを特徴とする１．に記載のポリオール組成物。
【発明の効果】
【０００８】
本発明は、ポリイソシアネート成分との混合により形成される被膜が、温度上昇によって
炭化断熱層を形成するポリオール組成物であって、上記ポリオール組成物は、特定のポリ
オール成分（ａ１）、及び粉体成分を含み、上記ポリオール組成物は、粘度１０～８０Ｐ
ａ・ｓ、加熱残分７０～９８重量％であることにより、厚塗り性に優れ、火災等による温
度上昇に際し、優れた発泡性を示し、炭化断熱層を形成して、基材の耐熱保護性を高める
ことができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
  以下、本発明をその実施の形態に基づき詳細に説明する。
【００１０】
　本発明ポリオール組成物は、ポリオール成分（ａ１）、及び粉体成分を含有し、ポリイ
ソシアネート成分（ａ２）との混合により被膜を形成するものである。また、形成された
被膜は、火災等の温度上昇（加熱）により炭化断熱層を形成することを特徴とする。なお
、本発明では、ポリオール成分（ａ１）と、ポリイソシアネート成分（ａ２）を合わせて
被膜形成成分（Ａ）ともいう。
【００１１】
本発明のポリオール成分（ａ１）は、ポリエーテルポリオール（ａ１’）を含み、その分
子量が１０００以上（好ましくは３０００以上２００００以下、より好ましくは５０００
以上１８０００以下、さらに好ましくは６０００以上１５０００以下、最も好ましくは６
５００以上１２０００以下）である。このようなポリオール成分（ａ１）を使用すること
により、被膜の温度上昇（好ましくは被膜表面温度が２００℃以上、さらに好ましくは２
５０℃以上）によって、優れた発泡性を示し、基材の耐熱保護性能を高めることができる
。なお、本発明においてポリオール成分の分子量は、数平均分子量（Ｍｎ）であり、ポリ
スチレン重合体をリファレンスとして用い、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーに
よって求めた、いわゆるポリスチレン換算分子量である。
【００１２】
　上記ポリエーテルポリオール（ａ１’）は、例えば、トリメチロールプロパン、グリセ
リン、ヘキサントリオール、ペンタエリスリトール誘導体、ソルビトール、ネオペンチル
グリコール等の多価アルコール類と、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等のア
ルキレンオキサイドとの付加重合により得られるものである。本発明では、上記多価アル
コール類と、エチレンオキサイド及び／またはプロピレンオキサイドとの付加重合により
得られる重合体が好適であり、末端にエチレンオキサイド及び／またはプロピレンオキサ
イドが付加されたものがより好適である。さらに、上記のポリエーテルポリオールとして
、活性水素原子を有する官能基が３つ以上（官能基数３以上）のポリエーテルポリオール
を含むことが好ましい。この場合、硬化性に優れ、安定して被膜を形成することができる
ため本発明の効果が得られやすい。活性水素原子を有する官能基としては水酸基が好適で
ある。
【００１３】
このようなポリエーテルポリオール（ａ１’）としては、水酸基価が好ましくは３～１５
０ｍｇＫＯＨ／ｇ（より好ましくは５～１００ｍｇＫＯＨ／ｇ、さらに好ましくは７～４
０ｍｇＫＯＨ／ｇ、最も好ましくは１０～３０ｍｇＫＯＨ／ｇ）である。このようなポリ
オール成分（ａ１）を使用することにより、いっそう優れた発泡性を発揮し、基材の耐熱
保護性能を高めることができる。なお、本発明において「α～β」は「α以上β以下」と
同義である。
【００１４】
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また、上記ポリエーテルポリオール（ａ１’）の含有量は、ポリオール成分（ａ１）の全
量に対して、９０重量％以上（より好ましくは９５重量％以上）であることが好ましい。
また、上記ポリオール成分（ａ１）が、ポリエーテルポリオール（ａ１’）のみの態様も
好適である。なお、上記ポリエーテルポリオール（ａ１’）以外のポリオール成分として
は、例えば、ポリエステルポリオール、ひまし油、ひまし油変性ポリオール、エポキシ変
性ポリオール、シリコーン変性ポリオール、フッ素変性ポリオール、アクリルポリオール
、ポリカーボネートポリオール、ポリラクトンポリオール、ポリブタジエンポリオール、
ポリペンタジエンポリオール等が挙げられる。
【００１５】
　上記ポリオール成分は、２０℃において液体であることが好ましく、それぞれの粘度は
、０．０５～１０Ｐａ・ｓ（より好ましくは０．１～５．０Ｐａ・ｓ）であることが好ま
しい。これにより、本発明の効果が得られやすい。なお、ポリオール成分の粘度は、温度
２０℃において、ＢＨ型粘度計で測定した２０ｒｐｍにおける粘度（５回転目の指針値）
である。
【００１６】
　さらに本発明のポリオール組成物には、粉体成分（Ｂ）を含むことを特徴とする。この
ような粉体成分としては、例えば、発泡剤（ｂ１）、炭化剤（ｂ２）、難燃剤（ｂ３）、
及び充填剤（ｂ４）等が挙げられ、これらの少なくとも１種以上を含むものである。
【００１７】
発泡剤（ｂ１）としては、例えば、メラミン及びその誘導体、ジシアンジアミド及びその
誘導体、アゾビステトラゾーム及びその誘導体、アゾジカーボンアミド、尿素、チオ尿素
等が挙げられる。これらは、１種又は２種以上で使用することができる。発泡剤（ｂ１）
の含有量は、上記ポリオール成分（ａ１）の固形分１００重量部に対して、好ましくは１
０～２００重量部（より好ましくは２０～１５０重量部）である。なお、本発明の発泡剤
（ｂ１）は、火災時等の温度上昇によって被膜に発泡作用を付与するものであり、具体的
には、被膜表面の温度が好ましくは２００℃以上となった場合に発泡作用を付与するもの
である。
【００１８】
炭化剤（ｂ２）としては、例えば、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、ト
リメチロールプロパン、デンプン、カゼイン等が挙げられる。これらは、１種又は２種以
上で使用することができる。本発明では、特にペンタエリスリトール、ジペンタエリスリ
トールが脱水冷却効果と炭化断熱層形成作用に優れている点で好ましい。炭化剤（ｂ２）
の含有量は、上記ポリオール成分（ａ１）の固形分１００重量部に対して、好ましくは１
０～２００重量部（より好ましくは２０～１２０重量部）である。なお、本発明の炭化剤
（ｂ２）は、火災時等の温度上昇によって、上記被膜形成成分（Ａ）の炭化とともに脱水
炭化することにより、炭化断熱層を形成する作用を付与するものである。
【００１９】
難燃剤（ｂ３）としては、例えば、トリクレジルホスフェート、ジフェニルクレジルフォ
スフェート等の有機リン系化合物；塩素化ポリフェニル、塩素化ポリエチレン、塩化ジフ
ェニル、塩化トリフェニル、塩素化パラフィン、五塩化脂肪酸エステル、パークロロペン
タシクロデカン、塩素化ナフタレン、テトラクロル無水フタル酸等の塩素化合物；三酸化
アンチモン、五塩化アンチモン等のアンチモン化合物；三塩化リン、五塩化リン、リン酸
アンモニウム、ポリリン酸アンモニウム、リン酸メラミン、ポリリン酸メラミン、ポリリ
ン酸メラム、ポリリン酸メレム、リン酸ホウ素、ポリリン酸ホウ素、リン酸アルミニウム
、ポリリン酸アルミニウム等のリン化合物；その他ホウ酸亜鉛、ホウ酸ソーダ等の無機質
化合物等が挙げられる。これらは、１種又は２種以上で使用することができる。本発明で
は、難燃剤（ｂ３）として、リン化合物を含むことが好ましい。難燃剤（ｂ３）の含有量
は、上記ポリオール成分（ａ１）の固形分１００重量部に対して、好ましくは１００～１
０００重量部（より好ましくは２００～８００重量部）である。
【００２０】
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充填剤（ｂ４）としては、例えば、タルク、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、酸化アル
ミニウム（アルミナ）、酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ、粘土、クレー、シラス、マイカ
、珪砂、珪石粉、石英粉、硫酸バリウム等が挙げられる。これらは、１種又は２種以上で
使用することができる。なお、充填剤（ｂ４）は、粒状の形状を有するものであり、後述
の繊維とは異なるものである。充填剤（ｂ４）の含有量は、上記ポリオール成分（ａ１）
の固形分１００重量部に対して、好ましくは３～２００重量部（より好ましくは５～１５
０重量部）である。
【００２１】
本発明のポリオール組成物は、上記発泡剤（ｂ１）、上記炭化剤（ｂ２）、上記難燃剤（
ｂ３）、及び上記充填剤（ｂ４）の少なくとも１種以上を含むものであればよいが、これ
ら成分を全て含む態様が望ましい。これによって、火災等による温度上昇に際し、優れた
発泡性を有し、耐熱保護性能を発揮し、基材の耐熱保護性を高めることができる。
【００２２】
さらに、本発明では、上記成分に加えて金属水和物（ｂ５）を含むこともできる。金属水
和物（ｂ５）は、温度上昇時に、脱水反応等による吸熱性を示すものであり、上記充填剤
（ｂ４）とは異なるものである。このような金属水和物（ｂ５）としては、例えば、水酸
化アルミニウム、水酸化マグネシウム等が挙げられる。これらは１種または２種以上で使
用することができる。また、金属水和物（ｂ５）の平均粒子径は、好ましくは０．１～２
０μｍ（より好ましくは０．２～１５μｍ、さらに好ましくは０．３～８μｍ、最も好ま
しくは０．４～３μｍ）である。なお、金属水和物（ｂ５）の形状は、好ましくは粒状で
ある。金属水和物（ｂ５）の含有量は、上記ポリオール成分（ａ１）の固形分１００重量
部に対して、好ましくは１～２００重量部（より好ましくは５～１００重量部、さらに好
ましくは８～８０重量部）である。
【００２３】
本発明では、充填剤（ｂ４）と金属水和物（ｂ５）を併用することが好ましく、この場合
、充填剤（ｂ４）と金属水和物（ｂ５）は重量比１：９～９：１（より好ましくは２：８
～８：２）とすることが好ましい。この場合、発泡性、特に高温下における炭化断熱層の
収縮等を抑制し、安定した炭化断熱層を形成することができるため、本発明の効果を高め
ることができる。なお、平均粒子径は、レーザ回折式粒度分布測定装置によって測定され
る。
【００２４】
　本発明では、粉体成分として、さらに、繊維（ｂ６）を含むことが好ましい。繊維（ｂ
６）は、厚塗り性を高め、被膜のひび割れを抑制することができる。また、繊維（ｂ６）
は、火災等による温度上昇の際には、被膜のタレ等を生じ難くすることができるとともに
、被膜内部の熱伝導性を高めることができる。その結果、優れた発泡性を示し、均一な炭
化断熱層を形成して、基材の耐熱保護性能を高めることができる。このような繊維（ｂ６
）としては、例えば、アクリル繊維、アセテート繊維、アラミド繊維、銅アンモニア繊維
（キュプラ）、ナイロン繊維、ノボロイド繊維、パルプ繊維、ビスコースレーヨン、ビニ
リデン繊維、ポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、ポリ塩化ビニル繊維、ポリクラール
繊維、ボリノジック繊維、ポリプロピレン繊維、セルロース繊維等の有機質繊維、炭素繊
維、ロックウール繊維、ガラス繊維、シリカ繊維、アルミナ繊維、シリカ－アルミナ繊維
、スラグウール繊維、セラミックファイバー、カーボン繊維、炭化珪素繊維等の無機繊維
等が挙げられる。これらは、１種又は２種以上で使用することができる。
【００２５】
本発明では、繊維（ｂ６）として、無機繊維を含むことが好適であり、中でも、ロックウ
ール繊維、スラグウール繊維、ガラス繊維セラミックファイバー等の人造鉱物繊維が好適
である。これにより、被膜のひび割れをよりいっそう抑制することができとともに、火災
等による温度上昇の際には、被膜のタレ等を生じ難くすることができるとともに、被膜内
部の熱伝導性をいっそう高めることができる。その結果、被膜内部（芯部）まで均一に優
れた発泡性を示し、より均一な炭化断熱層を形成し、基材の耐熱保護性能をよりいっそう
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高めることができる。
【００２６】
また、繊維（ｂ６）の大きさ（繊維長及び繊維径）は、ポリオール組成物を含む被覆材の
性能、適用基材、塗付具等の仕様に応じて設定すればよく、平均繊維長は、好ましくは１
０～１０００μｍ（より好ましくは１５～８００μｍ、さらに好ましくは２０～６００μ
ｍ）、平均繊維径は、好ましくは０．５～１０μｍ（より好ましくは１～８μｍ）の範囲
内であることが好適である。また、そのアスペクト比（繊維長／繊維径）は、好ましくは
３～３００（より好ましくは５～２００）である。上記範囲を満たす場合、厚塗り性が高
まり、形成被膜の割れが生じ難くなるとともに、火災等による温度上昇の際には、被膜の
タレ等を生じ難くすることができ、安定した炭化断熱層を形成することができる。繊維（
ｂ６）の含有量は、上記ポリオール成分（ａ１）の固形分１００重量部に対して、好まし
くは０．５～３０重量部（より好ましくは１～２５重量部、さらに好ましくは２～２０重
量部）である。
【００２７】
本発明では、ポリオール成分、及び粉体成分を含むポリオール組成物の粘度が、１０～８
０Ｐａ・ｓ（好ましくは１２～７８Ｐａ・ｓ、より好ましくは１５～７５Ｐａ・ｓ）であ
ることを特徴とする。ポリオール組成物の粘度が、上記下限値未満では、所望の膜厚を得
るには過度の塗り重ね等が必要となり、手間がかかる。また、上記上限値を超えると、塗
装作業性が低下し、その結果均一な被膜が形成されず、耐熱保護性が十分に得られない場
合がある。
【００２８】
さらに、ポリオール組成物の加熱残分が、７０～９８重量％（好ましく７５～９７重量％
、より好ましくは８０～９５重量％）であることを特徴とする。ポリオール組成物の加熱
残分が、上記下限値未満では、所望の膜厚を得るには過度の塗り重ね等が必要となり、手
間がかかる。また、十分な膜厚が確保できないおそれもあり、耐熱保護性に劣る場合があ
る。また、上記上限値を超えると、被膜形成性が低下（密着性が低下）し、耐熱保護性が
十分に得られない場合がある。
【００２９】
本発明では、ポリオール組成物の粘度及び加熱残分が、上記範囲を満たすことにより、被
膜の厚膜化が可能となり、基材へ良好な密着性を示すことができる。さらに、火災等によ
る温度上昇の際には、優れた発泡性を有し、基材の耐熱保護性能を維持することができる
。なお、ポリオール組成物の粘度は、温度２０℃において、ＢＨ型粘度計で測定した２０
ｒｐｍにおける粘度（５回転目の指針値）である。また、ポリオール組成物の加熱残分は
、ＪＩＳ  Ｋ  ５６０１－１－２の方法にて測定された値であり、加熱温度は１０５℃、
加熱時間は６０分）である。
【００３０】
本発明のポリオール組成物は、さらに高沸点化合物（Ｃ）を含むことが好ましい。高沸点
化合物（Ｃ）は、２０℃において液体であり、沸点が１００℃以上（より好ましくは１５
０℃以上、さらに好ましくは２００℃以上）の高沸点液状化合物である。また、高沸点化
合物（Ｃ）の沸点の上限は、特に限定されないが、好ましくは７００℃以下（より好まし
くは６００℃以下、さらに好ましくは５００℃以下）である。このような高沸点化合物（
Ｃ）を含むことにより、ポリオール組成物の粘度、及び加熱残分を適正化することができ
るとともに、粉体成分の分散安定性を高めることができる。また、ポリイソシアネート成
分との混合、反応により、密着性に優れた良好な被膜を形成、特に被膜の弾性が向上し被
膜の割れ等を防止することができる。さらに、その被膜が火災等によって高温に曝された
場合には、被膜の適度な軟化に寄与し発泡性をよりいっそう高め、形成した炭化断熱層の
脱落（剥離）等を抑制し、基材の耐熱保護性能を高めることができる。
【００３１】
高沸点化合物（Ｃ）としては、上記を満たすものであれば特に限定されず、例えば、フタ
ル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘプチル、フタル酸ジ
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ヘキシル、フタル酸ジ－２－エチルヘキシル、フタル酸ジイソノニル、フタル酸ジイソデ
シル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ブチルベンジル等のフタル酸エステル化合物；ア
ジピン酸ジエチル、アジピン酸ジブチル、アジピン酸ジイソブチル、アジピン酸ジヘキシ
ル、アジピン酸ジ－２－エチルヘキシル、アジピン酸ジオクチル、アジピン酸ジイソノニ
ル、アジピン酸ジイソデシル、アジピン酸ビス（ブチルジグリコール）、セバシン酸ジエ
チル、セバシン酸ジブチル、セバシン酸ジヘキシル、セバシン酸ジ－２－エチルヘキシル
等の脂肪族二塩基酸エステル化合物；アジピン酸－１，３ブチレングリコール系ポリエス
テル、アジピン酸－１，２プロピレングリコール系ポリエステル等のアジピン酸系ポリエ
ステル；マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、マレイン酸ジブチル、マレイン酸ジ
ヘキシル、マレイン酸ジ－２－エチルヘキシル、マレイン酸ジイソノニル、マレイン酸ジ
イソデシル等のマレイン酸エステル化合物；リン酸トリエチル、リン酸トリブチル、リン
酸トリ－２－エチルヘキシル、リン酸トリクレジル、リン酸トリキシレニル、リン酸クレ
ジルジフェニル、リン酸－２エチルヘキシルジフェニル等のリン酸エステル化合物；
【００３２】
トリス－２－エチルヘキシルトリメリテート等のトリメット酸エステル化合物；メチルア
セチルリジノレート等のリシノール酸エステル化合物；エポキシヘキサヒドロフタル酸ジ
２-エチルヘキシル、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジエポキシステアリル、エポキシ化
脂肪酸ブチル、エポキシ化脂肪酸２-エチルヘキシル、エポキシ化大豆油、エポキシ化亜
麻仁油等のエポキシ系エステル化合物；安息香酸グリコールエステル等の安息香酸系エス
テル化合物；１－フェニル－１－キシリルエタン、１－フェニル－１－エチルフェニルエ
タン等の芳香族炭化水素化合物、γ－ブチロラクトン等のラクトン類、石油樹脂（炭素原
子数が８～１０である芳香族炭化水素留分重合物）とスチリルキシレン等の混合物等が挙
げられる。これらは、１種又は２種以上で使用することができる。
【００３３】
本発明では、高沸点化合物（Ｃ）として、フタル酸エステル化合物、脂肪族二塩基酸エス
テル化合物、リン酸エステル化合物から選ばれる１種以上を含むことが好ましく、さらに
は、アルキル基の炭素数が４～１１（より好ましくは５～１０、さらに好ましくは６～９
）のフタル酸エステル化合物、脂肪族二塩基酸エステル化合物から選ばれる１種以上を含
むことが好ましい。その具体例としては、例えば、フタル酸ジイソノニル、アジピン酸ジ
イソノニル、等が好適である。
【００３４】
高沸点化合物（Ｃ）の含有量は、上記ポリオール成分（ａ１）の固形分１００重量部に対
して、好ましくは５～１５０重量部（より好ましくは１０～１００重量部、さらに好まし
くは１５～８０重量部）である。このような範囲を満たす場合、厚塗り性に優れ、火災等
による温度上昇の際には、優れた発泡性を有し、基材の耐熱保護性能を維持する効果を十
分に発揮することができる。
【００３５】
　本発明のポリオール組成物と混合し、反応させるポリイソシアネート成分（ａ２）とし
ては、例えば、トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）、４，４－ジフェニルメタンジイソ
シアネート（ｐｕｒｅ－ＭＤＩ）、ポリメリックＭＤＩ、キシリレンジイソシアネート（
ＸＤＩ）、ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＭＤＩ）、イソホロンジイソシアネート
（ＩＰＤＩ）、水添ＸＤＩ、水添ＭＤＩ等、あるいはこれらをアロファネート化、ビウレ
ット化、２量化（ウレチジオン化）、３量化（イソシアヌレート化）、アダクト化、カル
ボジイミド化した誘導体；及び、これらをアルコール類、フェノール類、ε－カプロラク
タム、オキシム類、活性メチレン化合物類等でブロックした、ブロックイソシアネート等
が挙げられ、これから選ばれる１種または２種以上を用いることができる。
【００３６】
本発明では、ポリイソシアネート成分（ａ２）として、ヘキサメチレンジイソシアネート
（ＨＭＤＩ）及び／またはその誘導体（以下「ＨＭＤＩ類」ともいう。）を含むことが好
ましい。上記ＨＭＤＩ類の含有量は、ポリイソシアネート成分（ａ２）の全量に対して、
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９０重量％以上（より好ましくは９５重量％以上）であることが好ましい。また、ポリイ
ソシアネート成分（ａ２）が、ＨＭＤＩ類のみからなる態様も好適である。また、誘導体
としては、ビウレット体、及び／またはイソシアヌレート体が好適である。このような場
合、形成被膜の硬化性に優れ、温度上昇時にはより優れた発泡性を発揮し、基材の耐熱保
護性を高めることができる。
【００３７】
上記ポリオール組成物と、ポリイソシアネート成分（ａ２）の混合は、ポリオール組成物
中のポリオール成分（ａ１）とポリイソシアネート成分（ａ２）のＮＣＯ／ＯＨ当量比で
好ましくは０．６～３．５（より好ましくは１～２．５、さらに好ましくは１．１～１．
９）となるような比率で行う。このような場合、硬化性に優れ、所望の厚さで均一な被膜
が形成可能であり、発泡性をよりいっそう高め、基材の耐熱保護性能を高めることができ
る。
【００３８】
  本発明では、ポリオール成分（ａ１）とポリイソシアネート成分（ａ２）の反応を促進
する硬化触媒を併用することができる。硬化触媒とはイソシアネート基が反応して硬化す
るのを促進させる作用を有する物質である。硬化触媒としては、アミン系触媒、有機金属
系触媒、及び無機系触媒等各種が挙げられる。例えば、アミン系触媒としては、エチレン
ジアミン、トリエチレンジアミン、トリエチルアミン、エタノールアミン、ジエタノール
アミン、及び、ヘキサメチレンジアミンもしくはこれらの誘導体または溶剤との混合物等
が挙げられる。有機金属系触媒としては、ジブチルスズジラウレート、ジブチルスズジア
セテート等の有機金属化合物；酢酸カリウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウ
ム、ステアリン酸鉛、ステアリン酸アルミニウム、オクチル酸錫等の有機金属塩等が挙げ
られる。無機系触媒としては、塩化スズ等が挙げられる。これらは１種または２種以上で
使用でき、溶剤と混合して使用することもできる。本発明では、特に、有機金属系触媒を
含むことが好適である。この場合、硬化を促進するとともに、被膜形成成分（Ａ）の硬化
性を高めることができ、本発明の効果を高めることができる。
【００３９】
　その他、添加剤としては、本発明の効果を著しく阻害しないものであればよく、例えば
、顔料、湿潤剤、可塑剤、滑剤、防腐剤、防黴剤、防藻剤、抗菌剤、増粘剤、レベリング
剤、分散剤、消泡剤、架橋剤、シランカップリング剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、ハロ
ゲン捕捉剤、希釈溶媒等が挙げられる。
【００４０】
このうち酸化防止剤としては、例えば、リン系、硫黄系又はヒンダード型フェノール系酸
化防止剤等が挙げられる。これらは１種または２種以上で使用することができる。このよ
うな酸化防止剤を含むことにより、平常時だけでなく、火災等による温度上昇に際しても
被膜の劣化を抑制することができ、温度上昇によって形成される炭化断熱層の性状を高め
ることができる。
【００４１】
本発明は、上記ポリオール成分（ａ１）、及び粉体成分（Ｂ）（必要に応じて高沸点化合
物（Ｃ）)を含むポリオール組成物を主剤、上記ポリイソシアネート成分（ａ２）を硬化
剤とする２液型の被覆材として用いることが好ましい。すなわち、流通時には主剤と、硬
化剤とを、それぞれ別のパッケージに保存した状態とし、使用時（塗付時、すなわち被膜
形成時）にこれらを混合すればよい。なお、上記ポリオール成分（ａ１）、及び粉体成分
（Ｂ）を含む主剤は、各成分を常法によって均一に混合して得られるものである。また、
粉体成分は、ポリイソシアネート成分（ａ２）（硬化剤側）に混合することもできる。さ
らに、上記硬化触媒、上記添加剤を含む場合は、上記主剤、または上記硬化剤のいずれに
混合してもよく、あるいはこれらを別のパッケージとする３液型の被覆材として用いるこ
ともできる。
【００４２】
本発明のポリオール組成物は、ポリイソシアネート成分と混合し、反応させて被膜を形成
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するものであり、ポリオール組成物と、ポリイソシアネート成分とを混合した被覆材は、
建築物・土木構築物等の構造物の表面被覆に適用する発泡性耐火被覆材として好適なもの
である。具体的には、壁、柱、床、梁、屋根、階段、天井、戸等の各種基材に施工するこ
とができる。適用可能な基材としては、例えば、コンクリート、モルタル、サイディング
ボード、押出成形板、石膏ボード、パーライト板、煉瓦、プラスチック、木材、金属、鉄
骨（鋼材）、ガラス、磁器タイル等が挙げられる。これら基材は、その表面に、既に被膜
が形成されたもの、何らかの下地処理（防錆処理、難燃処理等）が施されたもの、壁紙が
貼り付けられたもの等であってもよい。
【００４３】
　上記被覆材を基材に塗付する際には、例えば、スプレー、ローラー、刷毛、こて等の塗
付具を使用して、１工程ないし数工程塗り重ねて塗付すれば良いが、１工程あたりの乾燥
膜厚が好ましくは４００μｍ以上（より好ましくは５００～５０００μｍ）となるように
塗付する。これにより、少ない塗工工程で、厚膜を形成することができる。最終的に形成
される被膜厚は、所望の機能性、適用部位等により適宜設定すれば良いが、好ましくは０
．４～５ｍｍ程度である。
【００４４】
　本発明では、上記被覆材により形成される被膜を保護するために、必要に応じてさらに
上塗材を塗付することもできる。このような上塗材は、公知の被覆材を塗付することによ
って形成することができる。上塗材としては、例えばアクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、
アクリルシリコン樹脂系、フッ素樹脂系、エポキシ樹脂系等の被覆材を用いることができ
る。これらは１種または２種以上で使用することができ、２種以上の被覆材を積層して塗
付することもできる。上塗材の塗付は、公知の塗付方法によれば良く、例えば、スプレー
、ローラー、刷毛等の塗装器具を使用することができる。
【実施例】
【００４５】
　以下に実施例を示して、本発明の特徴をより明確にする。但し、本発明はこの範囲には
限定されない。
【００４６】
（ポリオール組成物１～１７）
表１に示す配合に従い、（ａ１）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分、硬化触媒、及び添加剤
を常法により混合しポリオール組成物（主剤）を調製した。
なお、原料としては以下のものを使用した。
【００４７】
・ポリオール成分（ａ１）
（ａ１－１）：ポリエーテルポリオール（グリセリンを開始剤としたエチレンオキサイド
及びプロピレンオキサイドの重合体、数平均分子量１００００、官能基数３、水酸基価１
７ｍｇＫＯＨ／ｇ、末端エチレンオキサイド付加）
（ａ１－２）：ポリエーテルポリオール（グリセリンを開始剤としたエチレンオキサイド
及びプロピレンオキサイドとの重合体、数平均分子量７０００、官能基数３、水酸基価２
４ｍｇＫＯＨ／ｇ、末端エチレンオキサイド付加）
（ａ１－３）ポリエーテルポリオール（グリセリンを開始剤としたエチレンオキサイド及
びプロピレンオキサイドの重合体、数平均分子量６０００、官能基数３、水酸基価２８ｍ
ｇＫＯＨ／ｇ、末端エチレンオキサイド付加）　
（ａ１－４）：ポリエーテルポリオール（グリセリンを開始剤としたエチレンオキサイド
及びプロピレンオキサイドの重合体、数平均分子量５１００、官能基数３、水酸基価３３
ｍｇＫＯＨ／ｇ、末端エチレンオキサイド付加）　
（ａ１－５）：ポリエーテルポリオール（グリセリンを開始剤としたプロピレンオキサイ
ドとの重合体、数平均分子量４０００、官能基数３、水酸基価４３ｍｇＫＯＨ／ｇ、末端
プロピレンオキサイド付加）　
（ａ１－６）：ポリエーテルポリオール（グリセリンを開始剤としたプロピレンオキサイ
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ドとの重合体、数平均分子量７００、官能基数３、水酸基価２２５ｍｇＫＯＨ／ｇ、末端
プロピレンオキサイド付加）
　なお、上記（ａ１－１）～上記（ａ１－６）は、２０℃において液体である。
【００４８】
粉体成分（Ｂ）
・発泡剤（ｂ１）：メラミン
・炭化剤（ｂ２）：ペンタエリスリトール
・難燃剤（ｂ３）：ポリリン酸アンモニウム
・充填剤（ｂ４）：酸化チタン
・金属水和物（ｂ５）：水酸化アルミニウム（平均粒子径１μｍ）
・繊維（ｂ６）：ロックウール繊維（平均繊維長１２５μｍ、平均繊維径４．５μｍ）
【００４９】
高沸点化合物（Ｃ）
・高沸点化合物（ｃ１）：フタル酸ジイソノニル（沸点４２０℃）
・高沸点化合物（ｃ２）：アジピン酸ジイソノニル（沸点２２７℃）
・高沸点化合物（ｃ３）：フタル酸ジ-２－エチルヘキシル（沸点３８６℃）
・高沸点化合物（ｃ４）：フタル酸ジイソデシル（沸点４２０℃）
・高沸点化合物（ｃ５）：フタル酸ジウンデシル（沸点５２３℃）
・高沸点化合物（ｃ６）：フタル酸ジブチル（沸点３４０℃）
・硬化触媒：有機金属系触媒
・添加剤１：分散剤、消泡剤等
・添加剤２：希釈溶剤（芳香族炭化水素）
【００５０】
【表１】
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【００５１】
・ポリイソシアネート成分（ａ２）
（ａ２－１）ビウレット型ヘキサメチレンジイソシアネート（ＮＣＯ含有量２３．５％）
【００５２】
（被覆材１～１７）
表１に示すポリオール組成物１～１７と、上記（ａ２）成分を、それぞれポリオール成分
とポリイソシアネート成分のＮＣＯ／ＯＨ当量比が１．２となるように混合し、被覆材１
～１７を得た。
【００５３】
（実施例１～１３、比較例１～４）
　各被覆材１～１７について、以下の評価を実施した。結果は、表２に示す。
＜厚膜化評価１＞
　予めさび止め塗装した鋼板（縦１５０ｍｍ×横７０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ）の全面に被
覆材をフィルムアプリケーターにてｗｅｔ膜厚２ｍｍで塗付し、常温（２５℃）で２４時
間、その後５０℃で２４時間養生させて、乾燥膜厚を測定し、膜厚の変化を確認した。評
価基準は以下の通りである。
Ａ：膜厚減少率が１５％未満
Ｂ：膜厚減少率が１５％以上３０％未満
Ｃ：膜厚減少率が３０％以上４５％未満
Ｄ：膜厚減少率が４５％以上
【００５４】
次いで、予めさび止め塗装した鋼板（縦１５０ｍｍ×横７０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ）の全
面に被覆材をスプレーで塗付（乾燥膜厚１．５ｍｍ）し、常温（２５℃）で７日間養生さ
せたものを試験体［Ｉ］とし、以下の評価を実施した。
＜密着性評価＞
　上記試験体［Ｉ］の被膜を金属性スパチュラによるピーリングで評価し、容易に剥がせ
ないものを「Ａ」とし、容易に剥がせるものを「Ｄ」とする４段階評価（優：Ａ＞Ｂ＞Ｃ
＞Ｄ：劣）とした。
【００５５】
＜耐熱性評価１＞
ＩＳＯ  ５６６０－１  コーンカロリーメーター法に基づき、電気ヒーター（ＣＯＮＥＩ
ＩＩ、株式会社東洋精機製）を用いて、試験体［Ｉ］表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を１
５分間放射したときの発泡倍率、及び鋼板裏面温度を測定した。各評価基準は以下の通り
である。また、結果は表１に示す。
（発泡倍率）
ＡＡ：発泡倍率３５倍超
Ａ：発泡倍率２５倍超３５倍以下
Ｂ：発泡倍率２０倍超２５倍以下
Ｃ：発泡倍率１５倍超２０倍以下
Ｄ：発泡倍率１５倍以下
（裏面温度）
ＡＡ：４３０℃未満
Ａ：４３０℃以上４７０℃未満
Ｂ：４７０℃以上５００℃未満
Ｃ：５００℃以上５５０℃未満
Ｄ：５５０℃以上
（緻密性）
  発泡倍率を測定した試験体を切断し、その断面における炭化断熱層の緻密性を目視にて
確認した。評価基準は、緻密性が高いものを「Ａ」、緻密性が低いものを「Ｄ」とする４
段階評価（優：Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ：劣）とした。
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【００５６】
【表２】

【００５７】
（被覆材１８～２０）
表３に示すポリオール組成物１８～２０と、上記（ａ２）成分を、それぞれポリオール成
分とポリイソシアネート成分のＮＣＯ／ＯＨ当量比が１．２となるように混合し、被覆材
１８～２０を得た。
【００５８】
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【表３】

【００５９】
（実施例１４～１７）
　さらに、被覆材２、被覆材１８～２０について、以下の評価を実施した。
＜厚膜化評価２＞
厚膜化評価１において、被覆材をｗｅｔ膜厚３ｍｍで塗付した以外は、同様の方法で評価
を行った。結果は表４に示す。
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＜厚膜化評価３＞
厚膜化評価２において、形成した被膜の状態を目視にて確認した。評価基準は、均一な被
膜を形成したがものを「Ａ」、被膜にひび割れが生じたものを「Ｄ」とする４段階評価（
優：Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ：劣）とした。結果は表４に示す。
＜密着性評価＞
　上記と同様の方法で試験体[Ｉ]を作製し、評価を行った。結果は表４に示す。
【００６０】
＜耐熱性評価２＞
ＩＳＯ  ５６６０－１  コーンカロリーメーター法に基づき、電気ヒーター（ＣＯＮＥＩ
ＩＩ、株式会社東洋精機製）を用いて、試験体［Ｉ］表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を３
０分間放射したときの発泡倍率、及び鋼板裏面温度を測定した。各評価基準は、上記耐熱
性評価１と同様である。また、結果は表４に示す。
【００６１】
【表４】
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